
 
 

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
抄
） 

 
（
退
職
金
） 

第
十
条 
機
構
は
、
被
共
済
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
そ
の
者(

退
職
が
死
亡

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
遺
族)

に
退
職
金
を
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
月
数(

以
下
「
掛
金
納

付
月
数
」
と
い
う
。)
が
十
二
月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

退
職
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
掛
金
納
付
月
数
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

二
十
三
月
以
下 

被
共
済
者
に
係
る
納
付
さ
れ
た
掛
金
の
総
額
を
下

回
る
額
と
し
て
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め

る
額(

退
職
が
死
亡
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
被
共
済
者
に
係
る
納
付

さ
れ
た
掛
金
の
総
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納

付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め
る
額)

 

二 

二
十
四
月
以
上
四
十
二
月
以
下 

被
共
済
者
に
係
る
納
付
さ
れ
た
掛

金
の
総
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に

応
じ
政
令
で
定
め
る
額 

三 

四
十
三
月
以
上 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額 

イ 

被
共
済
者
に
係
る
納
付
さ
れ
た
掛
金
の
総
額
を
上
回
る
額
と
し
て
、

掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め
る
額 

ロ 

計
算
月
（
そ
の
月
分
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
場
合
に
掛
金
納
付
月

数
が
四
十
三
月
又
は
四
十
三
月
に
十
二
月
の
整
数
倍
の
月
数
を
加
え

た
月
数
と
な
る
月
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
被
共
済
者
が
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
イ
の
規
定
を
適
用

し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
額
（
第
四
項
に
お
い
て
「
仮
定
退
職
金
額
」
と

い
う
。
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
計
算
月
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か

ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
支
給
率

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
額 

３ 

（
略
） 

４ 

第
二
項
第
三
号
ロ
の
支
給
率
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
各
年
度
ご
と
に
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
運
用

収
入
の
う
ち
同
号
ロ
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
部
分
の
額
と
し

て
算
定
し
た
額
を
当
該
年
度
に
計
算
月
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
被
共
済
者

の
仮
定
退
職
金
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
、
当
該
年
度

以
降
の
運
用
収
入
の
見
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
年
度
の

前
年
度
末
ま
で
に
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

５ 

（
略
） 

 

参
照
条
文 

参考１ 

1



 
 

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
（
抄
） 

 

（
第
二
条
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

施
行
日
前
退
職
金
共
済
契
約
（
平
成
十
四
年
改
正
法
附
則
第
二
条

に
規
定
す
る
施
行
日
前
退
職
金
共
済
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
被
共

済
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
つ
い
て
過
去
勤
務
掛
金
が
納
付
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
者
（
以
下
「
第
二
条
被
共
済
者
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
以
後
に
退
職

し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
掛
金
納
付
月

数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

（
第
一
号
及
び
第
二
号 

略
） 

三 

四
十
三
月
以
上 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額 

イ 

（
略
） 

ロ 

平
成
八
年
四
月
前
の
期
間
に
係
る
掛
金
と
し
て
旧
最
高
掛
金
月
額

を
超
え
る
額
の
掛
金
の
納
付
が
な
か
っ
た
旧
法
契
約
の
第
二
条
被
共

済
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
に
定
め
る
額
と
し
、
そ
れ
以
外
の
第
二
条

被
共
済
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
に
定
め
る
額
に
⑵
に
定
め
る
額
を
加

算
し
た
額 

⑴ 

退
職
金
共
済
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
計
算

月
（
平
成
十
五
年
四
月
以
後
の
計
算
月
に
限
る
。
）
ま
で
の
各
月
分

の
掛
金
に
係
る
区
分
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
イ
⑴
又
は
⑵
に
定
め

る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
（
以
下
「
特
定
仮
定
退
職
金
額
」
と
い
う
。
）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
計
算
月
の
属
す
る
年
度
に
係
る
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
支
給
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
額 

（
以
下 

略
） 

  

 

（
支
給
率
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

平
成
十
五
年
度
以
後
の
各
年
度
に
係
る
新
法
第
十
条
第
二
項
第
三

号
ロ
の
支
給
率
は
、
当
該
各
年
度
の
支
給
率
を
定
め
る
際
に
当
該
各
年
度

に
特
定
仮
定
退
職
金
額
又
は
通
算
二
年
法
契
約
特
定
仮
定
退
職
金
額
を
算

定
す
る
こ
と
と
な
る
被
共
済
者
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
被
共
済
者
」

と
い
う
。
）
が
い
る
場
合
に
は
、
新
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

平
成
十
五
年
度
以
後
の
各
年
度
に
係
る
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
（
１
） 

及
び
新
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
率 

に
関
す
る
規
定
」
と
い
う
。
）
の
支
給
率
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
各
年
度 

ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
前
年 

度
の
運
用
収
入
の
う
ち
支
給
率
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充 

て
る
べ
き
部
分
の
額
と
し
て
算
定
し
た
額
を
、
新
法
第
十
条
第
二
項
の
規 

定
を
適
用
し
て
退
職
金
の
額
を
算
定
す
る
被
共
済
者
及
び
経
過
措
置
被
共 

済
者
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
計
算
月
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
同
項
第 

三
号
ロ
に
規
定
す
る
仮
定
退
職
金
額
、
特
定
仮
定
退
職
金
額
及
び
通
算
二 

年
法
契
約
特
定
仮
定
退
職
金
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
、 

当
該
年
度
以
降
の
運
用
収
入
の
見
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当 

該
年
度
の
前
年
度
末
ま
で
に
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め 

る
も
の
と
す
る
。 
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○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十

三
号
）
（
抄
） 

 
（
法
第
十
条
第
四
項
の
算
定
し
た
額
） 

第
十
七
条 
法
第
十
条
第
四
項
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
運
用
収
入
の
う
ち

同
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
部
分
の
額
と

し
て
算
定
し
た
額
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退

職
金
共
済
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
一
般
の

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
等
勘
定
の
給
付
経
理
の
損
益
計
算
に
お
け
る

利
益
の
見
込
額
の
二
分
の
一
と
す
る
。 

                   

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十

四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
一
号
）
（
抄
） 

  
 
 

附 

則 

（
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
二
項
の
算
定
し
た
額
） 

第
八
条 

経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
二
項
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
運
用
収 

入
の
う
ち
支
給
率
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
部

分
の
額
と
し
て
算
定
し
た
額
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令

第
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
一
般
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
等
勘

定
の
給
付
経
理
の
損
益
計
算
に
お
け
る
利
益
の
見
込
額
の
二
分
の
一
と
す

る
。 
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○
労
働
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
） 

 

（
分
科
会
） 

第
六
条 
１
～
８ 

（
略
） 

９ 

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て

審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
部
会
） 

第
七
条 

審
議
会
又
は
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 

審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議

決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

○
労
働
政
策
審
議
会
運
営
規
程
（
抄
） 

 

第
九
条 

分
科
会
、
前
条
に
規
定
す
る
部
会
又
は
審
議
会
令
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
最
低
工
賃
専
門
部
会
が
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
議
決
を

し
た
と
き
は
、
当
該
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、

審
議
会
が
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
議
決
に
係
る
事
項
に
関
し
て
、
審
議
会
の

議
決
を
特
に
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 
 

 

○
労
働
政
策
審
議
会
勤
労
者
生
活
分
科
会
運
営
規
程
（
抄
） 

 

第
七
条 

分
科
会
に
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い

う
。
）
を
置
く
。 

２ 

部
会
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

法
第
四
条
第
一
項
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事

項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 

二 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
及

び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
四
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事

項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条 

部
会
が
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
と
き
は
、
当
該

議
決
を
も
っ
て
分
科
会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
科
会
が
、
あ
ら
か

じ
め
当
該
議
決
に
係
る
事
項
に
関
し
て
、
分
科
会
の
議
決
を
特
に
必
要
と

す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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基発第０３１７００２号 

平成１７年３月１７日 

 
 
独立行政法人勤労者退職金共済機構 

理 事 長   爪  龍 太 郎  殿 

 
 

厚生労働省労働基準局長 

 
 

中小企業退職金共済制度の運営改善について 

 
 
 厚生労働省は、今後の中小企業退職金共済制度について、平成１７年３月１１

日付けの労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会の「中小企業

退職金共済制度の運営改善に関する意見書」（別添）を踏まえ、その運営改善を図

ることとしたので、独立行政法人勤労者退職金共済機構においても、当該意見書

の趣旨を踏まえ、その運営改善に当たられたい。 
特に、一般の中小企業退職金共済制度については、付加退職金の支給率の決定

方針を下記のとおり定めたので、この方針を前提にして累積欠損金の解消に当た

っての具体的な解消年限、中期計画期間内の解消目標額及び年度ごとに解消すべ

き累積欠損金の額としての目安額（別紙参照）を設定されたい。 
また、林業退職金共済制度についても、当該意見書の趣旨に鑑み、一般の中小

企業退職金共済制度と同様に累積欠損金の解消に当たっての具体的な解消年限、

中期計画期間内の解消目標額及び年度ごとに解消すべき累積欠損金の額としての

目安額（別紙参照）を設定されたい。 

 
記 

 
＜付加退職金の支給率の決定方針＞ 
１ 付加退職金の支給率については、中小企業退職金共済法第１０条第４項の「そ

5
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の他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を

聴いて定めるもの」とする規定に基づき、次の２の処理を踏まえて、具体的数

値を決定することとする。 

 
２ 退職金原資となる資産については、達成すべき運用利回り（別紙参照）を設

定し更に効率的な運用を行うこととし、各年度で生ずる利益は、次のとおり処

理することとする。 
① 利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額の２倍に相当する額

以上のときは、当該利益の見込額の２分の１に相当する額を累積欠損金の解

消に、残りの２分の１に相当する額を付加退職金に充てる。 
② 利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額の２倍に相当する額

を下回るときは、まず当該利益の見込額のうち年度ごとに解消すべき累積欠

損金の額に相当する額を累積欠損金の解消に充て、残額を付加退職金に充て

る。 
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別紙

累積欠損金の解消に向けての目標値の設定について

目標値については、表に記載された数値を中心に経済情勢等諸条

件を勘案の上設定すること。

〔表〕

○ 一般の中小企業退職金共済事業〔予定運用利回り１．０％〕

累積欠損金解消 中期計画１期間 ５年間 年度ごとに解消 達成すべき（ ）

までの年数 当たりの解消目標額 すべき累積欠損金 運用利回り

（注１） 額としての目安額 （注２）（解消年限）

１５年間 ８９５億円 １７９億円 ２．２０％

（平成16～30年度）

（注１）中期計画１期間が５年未満の場合は、その年数に応じた額が解消目標額となる。

（注２）数値は、責任準備金額が平成15年度末現在の値で一定であると仮定した場合にお

いて、現行ルールに基づき年度ごとに解消すべき額を確保するために達成すべき運

用利回りの目安を示すものである。

○ 林業退職金共済事業〔予定運用利回り０．７％〕

累積欠損金解消 中期計画１期間 ５年間 年度ごとに解消 達成すべき（ ）

までの年数 当たりの解消目標額 すべき累積欠損金 運用利回り

（注１） 額としての目安額 （注２）（解消年限）

１５年間 ５９０百万円 １１８百万円 １．４８％

（平成16～30年度）

（注１）上記（注１）に同じ。

（注２）数値は、責任準備金額が平成15年度末現在の値で一定であると仮定した場合にお

いて、現行ルールに基づき年度ごとに解消すべき額を確保するために達成すべき運

用利回りの目安を示すものである。
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平成１７年３月１１日

に関する意見書中小企業退職金共済制度の運営改善

労 働 政 策 審 議 会

勤 労 者 生 活 分 科 会

中小企業退職金共済部会

当部会は、中小企業退職金共済制度の意義、重要性を踏まえ、現状におい

て早急に取り組むべき課題についての議論を重ね、今般この意見書を取りま

とめたので、提出する。

１．一般の中小企業退職金共済制度（以下「中退制度」という ）における。

現行の予定運用利回りは、やむを得ず設定しているものであって、その引

き上げを図るために不断の努力を行う必要があること。

２．付加退職金の支給率の決定に当たっては、累積欠損金を計画的に早期解

消することが重要な課題と位置付けた上で、独立行政法人勤労者退職金共

済機構（以下「機構」という ）による中小企業労働者の加入促進、退職。

金原資となる資産の効率的な運用、経費節減に更なる努力を行う必要があ

ること。

３．厚生労働大臣及び機構は、上記１．及び２．の必要性を踏まえつつ、現

行の中小企業退職金共済法の体系を前提に、次のような制度運用を行う必

要があること。

（１）退職金原資となる資産の運用については、各年度ごとに累積欠損金の

解消と付加退職金の支給が可能となるような利回りを設定し、その利回

りを達成できるよう更に効率的に行うこと。

（２ （１）を前提に、各年度で生ずる利益は、次のとおり処理すること。）

① 利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額の２倍に相当

別添

8



する額以上のときは、当該利益の見込額の２分の１に相当する額を累

積欠損金の解消に、残りの２分の１に相当する額を付加退職金に充て

る。

② 利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額の２倍に相当

する額を下回るときは、まず当該利益の見込額のうち年度ごとに解消

すべき累積欠損金の額に相当する額を累積欠損金の解消に充て、残額

を付加退職金に充てる。

４．なお、累積欠損金解消までの年数、年度ごとに解消すべき累積欠損金の

額及び目安となる利回りの設定に当たっては、

① 中退制度の健全性を重視し、累積欠損金の解消は時間をかけずに行う

べきであるという意見があったこと、

② 累積欠損金の解消は重要であるとしても、平成１４年の建議を踏まえ

つつ時間をかけて行うべきであるという意見があったこと、

③ 効率的な運用を目指す必要があるが、同時に過度に高いリスクは取る

べきでないという意見があったこと、

に留意する必要があること。

５．平成１７年度に係る付加退職金の支給率の決定においては、年度ごとに解

消すべき累積欠損金の額は、１８０億円とする。
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平成 17 年 10 月 1 日 

 

累 積 欠 損 金 解 消 計 画 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 

中 小 企 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部 

 

 

１ 計画の基本的考え方 

(1)累積欠損金発生の経緯 

一般の中小企業退職金共済事業（以下「中退共」という。）において累積欠損

金は平成 5年度末に 4百万円を計上した後、市場金利の低下に伴って増加傾向で

推移し、独立行政法人となった平成 15 年 10 月時点で 3,230 億円となった。これ

は、責任準備金を計算する基礎となる予定運用利回り（中小企業退職金共済法第

10 条第 3 項における予定利率）が市場金利や平均運用利回りを上回る水準に定

められていたためであるが、平成14年11月に予定運用利回りが3.0％から1.0％

に引き下げられ、その後、市場環境の好転を背景に 15 事業年度 545 億円、16 事

業年度 400 億円の当期利益金を確保し、平成 16 年度末では累積欠損金が 2,284

億円に縮小している。 

 

(2)計画の性格 

累積欠損金をできる限り早期に解消し財務内容の健全化を図ることは、制度の

持続的な運営に当たっての最重要課題である。かかる考え方のもとに現行の中期

目標・中期計画（平成 15 年 10 月～20 年 3 月）も策定されているが、平成 16 年

12 月 10 日、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会より累積欠損金の解消に

向け明確な目標の下で削減に努めることが重要との意見が提出された。また、平

成 17 年 3 月 11 日、労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会の

審議においても、累積欠損金を計画的に早期解消することが重要な課題と位置付

けた上で独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）による中

小企業労働者の加入促進、退職金原資となる資産の効率的な運用並びに経費節減

に更なる努力を行う必要があるとの意見が提出された。これを踏まえて、同月

17 日、厚生労働省労働基準局長から機構に対して「中小企業退職金共済制度の

運営改善について」の通知が出された。このため、本計画を策定し、累積欠損金

の解消に当たっての具体的な解消年限、中期計画期間内の解消目標額及び年度ご

とに解消すべき累積欠損金の額としての目安額を明らかにするとともに、具体的

な対策の基本となる考え方を示すこととするものである。 

参考３ 
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なお、本計画については、経済情勢の変化や目標達成の進捗状況等を踏まえ中

期計画策定時等において必要な見直しを行う。 

 

(3)計画の前提 

① 予定運用利回り 

年１％ 

 

② 年度ごとに解消する累積欠損金及び付加退職金の配分方法 

年度ごとに解消する累積欠損金及び付加退職金の配分方法は、上記(2)の厚

生労働省労働基準局長通知において示された以下の処理方法による。 

(ⅰ)利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額の2倍に相当する額

以上のときは、当該利益の見込額の 2分の 1に相当する額を累積欠損金の解

消に、残りの 2分の 1に相当する額を付加退職金に充てる。 

(ⅱ)利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額の2倍に相当する額

を下回るときは、まず当該利益の見込額のうち年度ごとに解消すべき累積欠

損金の額に相当する額を累積欠損金の解消に充て、残額を付加退職金に充て

る。 

 

③ 責任準備金推計値 

別表のとおり。 

ただし、責任準備金の推計に当たって必要となる加入者数、脱退者数、平均

掛金月額・月額変更件数、月額変更による平均増加額等は過去 10 年間のデー

タから推計することを原則とした。なお、適格退職年金（以下「適年」という。）

からの引継金収入については、平成 17 年度から引継金の上限が撤廃されたこ

とによる増要因、平成23年度における引継終了時の一時的増加要因を見込み、

かつ、過去のデータは 3 年分しかないため、過去の平均値を踏まえ 16 年度末

適年契約総数の 3割弱が中退共に移管するものと見込んでいる。 

 

④ 計画の始期 

  平成 17 年度を初年度とする。 
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２ 計画の課題 

(1)累積欠損金の解消年限 

解消年限の分析結果によれば、平成 27 年度末で概ね 50％の確率で解消できる

こととなっているが、達成可能な目標として設定するにはより確実性を担保す

る必要があり、このため一定期間解消年限を延長することが適当である。 

また、単年度の収支はその時点の運用環境の動向に左右されることから、解

消目標額は単年度ごとではなく、一定の期間内に設定すべきであること、機構

はその運営に当たり中期目標の下に策定された中期計画の履行状況を評価され

ることに鑑み、累積欠損金の計画的解消の目標年限は中期計画策定期間を念頭

に置いて定めることが望ましい。 

以上のことから、現行中期計画を踏まえ次期以降の中期計画期間を 5 年と想

定して、累積欠損金の解消年限は平成 17 年度を始期として、第 3期中期計画終

了時の 29 年度末までの 13 年間とする。 

 

(2)中期計画期間内の解消目標額及び年度ごとに解消すべき累積欠損金の額として

の目安額 

平成 16 年度末の累積欠損金 2,284 億円を 13 年間で解消する場合、各期間均

等に解消していくこととすれば年間約 180 億円となる。 

したがって、年度ごとに解消すべき累積欠損金の額としての目安額は 180 億

円とし、中期計画 1期間（5年間）当たりの解消目標額は 900 億円とする。 

 

 (3)達成すべき運用利回り（目安） 

達成すべき運用利回り（目安）は、上記１(2)の労働政策審議会意見の趣旨を

踏まえると、予定運用利回り 1.0％に加えて、年度ごとに解消すべき累積欠損金

の額としての目安額の 2倍に相当する収益が必要となることから、2.2％とする。 

 

 

３ 累積欠損金の解消を図るための具体的措置 

(1)収益改善の方策 

① 健全な資産運用 

 資産運用の基本方針に定めた基本原則・運用目的に基づき、制度利回りを前

提に中期的に中退共制度の健全性の向上に必要な収益の確保を目指し、最適な

資産配分である基本ポートフォリオの選定及び維持管理に努め、安全にして効

率的な資産運用を実施する。 

また、資産運用の実績を的確に評価し、健全な資産運用を実施するため、外

部の専門家から運用の基本方針に沿った資産運用が行われているかを中心に運

用実績の評価を受け、評価結果を事後の資産運用に反映させる。 
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② 積極的な加入促進 

関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、費用対効果を考慮しつつ

以下を中心に加入促進対策を効果的・機動的に実施する。 

イ 広報資料等による周知広報活動 

  パンフレット・ポスター等の広報資料の配布及びホームページの活用に

より共済制度の周知広報を実施するとともに、関係官公庁及び関係事業主

団体等に対し共済制度に関する記事の広報誌等への掲載を依頼する。 

ロ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

関係官公庁及び関係事業主団体等が開催する各種会議、研修会等におい

て、制度内容や加入手続等の説明を行い、制度の普及及び加入勧奨を行う。 

ハ 個別事業主に対する加入勧奨等 

機構が委嘱した相談員、普及推進員、事業主団体等による個別事業主に

対する加入勧奨を行うとともに、既加入事業主に対し、文書等による追加

加入に係る勧奨を行う。 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

  厚生労働省の協力を得て、加入促進強化月間を設定し、月間中､全国的な

周知広報活動等を集中的に展開するとともに、都道府県及び市区町村の協

力を得ながら、特定の都道府県においてマスメディア等を活用した集中的

な共済制度の周知広報活動及び各種会議における加入勧奨を行う。 

ホ 他制度と連携した加入促進対策の実施 

厚生労働省の協力を得て、適年制度から中退共制度への移行を促進      

するための周知広報や勧奨、説明会等を組織的に展開するとともに、より

一層の移行促進をするため、適年を受託する生保、信託銀行との連携を強

化する。  

 

(2)経費節減の方策 

可能な限り契約方式を一般競争入札に変更するとともに、退職金共済事業の各

業務の見直しを行い、事務の効率化に伴って全体の経費節減を図ることによって

給付経理から業務経理への繰入額を節減し、累積欠損金の解消に充てる。 

また、委託運用機関の選定・評価を適切に行うことなどにより、当該機関の運

用パーフォーマンスに留意しつつ委託費用の節減に努める。 
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別表 

（単位：百万円） 

年度 責任準備金 

17 3,280,370 

18 3,329,801 

19 3,378,789 

20 3,426,741 

21 3,473,595 

22 3,518,423 

23 3,575,284 

24 3,566,657 

25 3,555,012 

26 3,540,034 

27 3,523,355 

28 3,502,931 

29 3,478,945 

30 3,451,611 
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参考４

NOMURA-BPI
総合

TOPIX
シティグループ

世界国債インデックス MSCI-KOKUSAI

H13.3 13,000 1.275 126.20 110.72 283.83 1,407.73 202.86 1,110.31

H14.3 11,025 1.400 132.74 115.68 286.52 1,179.41 219.98 1,154.10

H15.3 7,973 0.700 117.93 128.85 298.74 886.77 254.02 780.70

H16.3 11,715 1.435 104.26 128.41 293.53 1,340.15 254.41 973.52

H17.3 11,669 1.320 107.09 138.84 299.67 1,359.22 283.20 1,126.39

H18.3 17,060 1.770 117.66 142.56 295.48 2,009.57 305.09 1,447.61

H19.3 17,288 1.650 117.78 157.30 301.89 2,015.42 336.32 1,706.06

H20.3 12,526 1.275 99.90 157.55 312.05 1,450.00 338.08 1,419.47

H21.3 8,110 1.340 98.81 130.88 316.24 945.72 313.82 804.54

H22.3 11,090 1.395 93.46 126.27 322.69 1,214.95 314.39 1,180.68

H23.3 9,755 1.255 83.15 117.77 328.52 1,102.75 290.67 1,209.12

H24.3 10,084 0.985 82.79 110.47 338.18 1,109.28 305.17 1,215.12

H24.4 9,521 0.885 79.78 105.63 339.94 1,044.27 297.56 1,168.89

H24.5 8,543 0.830 78.35 96.80 341.79 934.25 286.22 1,050.39

H24.6 9,007 0.830 79.77 100.97 341.73 1,001.27 294.11 1,123.79

H24.7 8,695 0.780 78.11 96.10 342.99 957.42 288.39 1,118.41

H24.8 8,840 0.795 78.37 98.55 342.59 951.73 292.94 1,153.76

H24.9 8,870 0.765 77.90 100.16 343.47 968.82 295.21 1,178.80

H24.10 8,928 0.775 79.76 103.35 343.38 975.30 304.40 1,204.56

H24.11 9,446 0.700 82.45 107.05 344.27 1,026.76 317.42 1,258.28

H24.12 10,395 0.795 86.74 114.44 343.26 1,130.87 335.67 1,340.74

H25.1 11,139 0.740 91.72 124.54 344.27 1,236.75 355.27 1,489.53

H25.2 11,559 0.665 92.53 120.81 347.00 1,283.78 353.27 1,505.68

H25.3 12,398 0.560 94.19 120.73 350.76 1,373.53 359.29 1,567.39

H25.4 13,861 0.600 97.41 128.25 349.14 1,546.69 383.82 1,667.42

H25.5 13,775 0.860 100.46 130.55 345.06 1,507.80 386.24 1,740.99

H25.6 13,677 0.855 99.12 128.94 345.26 1,507.70 374.62 1,664.24

H25.7 13,668 0.795 97.86 130.15 346.18 1,504.94 376.01 1,742.97

H25.8 13,389 0.720 98.15 129.75 347.68 1,471.25 371.73 1,702.56

H25.9 14,456 0.680 98.21 132.82 349.46 1,598.95 381.13 1,782.95

H25.10 14,328 0.590 98.35 133.58 351.53 1,599.21 385.18 1,859.96

H25.11 15,662 0.600 102.41 139.16 351.85 1,685.49 401.78 1,976.64

H25.12 16,291 0.735 105.30 144.73 350.09 1,746.17 412.03 2,075.88

H26.1 14,915 0.620 102.03 137.59 352.78 1,636.79 401.46 1,940.44

※　「10年国債」に関しては、日本銀行「金融経済統計月報」より「長期国債（10年）新発債流通利回」を掲載。

主　な　経　済　指　標

年度・月末
日経平均

（円）

10年国債※

（年％）

円／ドル

（円）

円／ユーロ

（円）

ベンチマークで用いている指標
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ベンチマークについて 
 
 
ベンチマークとは、運用成果を評価する際に、相対比較の対象となる基準指

標のことであり、市場の動きを代表する指数を使用している。 
 
【国内債券】 
○ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 
野村證券金融経済研究所が作成・発表している国内債券市場のベンチマーク。

国内債券のベンチマークとしては代表的なものである。 
 
【国内株式】 
○ＴＯＰＩＸ（配当込み） 
東証一部上場全銘柄の株価を株式数で加重平均して算出したもの。国内株式

市場の代表的なベンチマークである。 
 
【外国債券】 
○シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円貨換算、ヘッジなし） 
日興シティグループ証券株式会社が作成・発表している世界国債のベンチマ

ーク。時価総額につき一定基準を満たす国の国債について、投資収益率を指数

化したもの。国際債券投資の代表的なベンチマークのひとつである。 
 
【外国株式】 
○ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（円貨換算、配当込み、グロス） 
モルガン・スタンレ－・キャピタル・インターナショナル社が作成・発表し

ている日本を除く先進国で構成された世界株指数。対象国の包括性、切り口の

多様性等の点で国際株式投資のベンチマークとしては代表的な存在である。 
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   労 働 政 策 審 議 会 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 二 百 八 十 四 号 ） 

 

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 一 条 労 働 政 策 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） は 、 厚 生 労 働 省 設 置 法 第 九 条 第 一 項 に

規 定 す る も の の ほ か 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 三 十 五 年 政 令 第

二 百 九 十 二 号 ） 別 表 第 一 第 三 号 の 規 定 に よ り そ の 権 限 に 属 さ せ ら れ た 事 項 を 処 理 す る 。  

 （ 組 織 ） 

第 二 条 審 議 会 は 、 委 員 三 十 人 で 組 織 す る 。  

２ 審 議 会 に 、 特 別 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 必 要 が あ る と き は 、 臨 時 委 員 を 置 く こ と

が で き る 。  

３ 審 議 会 に 、 専 門 の 事 項 を 調 査 さ せ る た め 必 要 が あ る と き は 、 専 門 委 員 を 置 く こ と が で

き る 。  

 （ 委 員 等 の 任 命 ）  

第 三 条 委 員 は 、 労 働 者 （ 家 内 労 働 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 六 十 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定

す る 家 内 労 働 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 代 表 す る 者 、 使 用 者 （ 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 委 託

者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 代 表 す る 者 及 び 公 益 を 代 表 す る 者 の う ち か ら 、 厚 生 労 働 大 臣 が

各 同 数 を 任 命 す る 。  

２ 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 関 係 労 働 者 を 代 表 す る 者 、 関 係 使 用 者 を 代 表 す る 者 及 び 公

益 を 代 表 す る 者 並 び に 障 害 者 を 代 表 す る 者 （ 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 そ の 他 の 職 業 生 活 に お

け る 自 立 の 促 進 に 関 す る 事 項 を 調 査 審 議 す る 場 合 に 限 る 。 ） の う ち か ら 、 厚 生 労 働 大 臣 が

任 命 す る 。  

３ 臨 時 委 員 の う ち 、 関 係 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 関 係 使 用 者 を 代 表 す る も の は 、 各 同

数 と す る 。  

４ 前 項 の 規 定 は 、 専 門 委 員 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 委 員 の 任 期 等 ）  

第 四 条 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と

す る 。  

２ 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

３ 委 員 の 任 期 が 満 了 し た と き は 、 当 該 委 員 は 、 後 任 者 が 任 命 さ れ る ま で 、 そ の 職 務 を 行

う も の と す る 。  

４ 臨 時 委 員 は 、 そ の 者 の 任 命 に 係 る 当 該 特 別 の 事 項 に 関 す る 調 査 審 議 が 終 了 し た と き は 、

解 任 さ れ る も の と す る 。  

５ 専 門 委 員 は 、 そ の 者 の 任 命 に 係 る 当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査 が 終 了 し た と き は 、 解

任 さ れ る も の と す る 。  

６ 委 員 、 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 非 常 勤 と す る 。  

参考５ 
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 （ 会 長 ）  

第 五 条 審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち か ら 、 委 員 が 選 挙 す る 。  

２ 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。  

３ 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち か ら 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る

委 員 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 分 科 会 ）  

第 六 条 審 議 会 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 分 科 会 を 置 き 、 こ れ ら の 分 科 会 の 所 掌 事 務 は 、

審 議 会 の 所 掌 事 務 の う ち 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

２ 前 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 分 科 会 に 属 す べ き 委 員 、 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 厚 生 労 働

大 臣 が 指 名 す る 。  

３ 前 項 の 委 員 の う ち 、 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 使 用 者 を 代 表 す る も の は 、 各 同 数 と す

る 。  

４ 第 二 項 の 臨 時 委 員 の う ち 、 関 係 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 関 係 使 用 者 を 代 表 す る も の

は 、 各 同 数 と す る 。  

５ 前 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 専 門 委 員 に つ い て 準 用 す る 。  

名 称 所 掌 事 務 

労 働 条 件 分 科 会  （ 略 ） 

安 全 衛 生 分 科 会  （ 略 ） 

 

 

 

 

 

勤 労 者 生 活 分 科 会 

一 厚 生 労 働 省 設 置 法 第 四 条 第 一 項 第 四 十 一 号 （ 賃 金 体 系 及 び 退

職 手 当 （ 退 職 手 当 の 支 払 及 び 労 働 基 準 監 督 官 の 行 う 監 督 に 係 る

も の を 除 く 。 ） に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 四 十 二 号 （ 賃 金 体 系 及

び 退 職 手 当 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 四 十 八 号 、 第 四 十 九 号 及 び

第 五 十 号 （ 退 職 手 当 の 保 全 措 置 （ 労 働 基 準 監 督 官 の 行 う 監 督 に

係 る も の を 除 く 。 ） に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） に 掲 げ る 事 務 に 関 す る

重 要 事 項 を 調 査 審 議 す る こ と 。 

二 勤 労 者 財 産 形 成 促 進 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 、 中

小 企 業 退 職 金 共 済 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 及 び 中 小

企 業 退 職 金 共 済 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 四 十

六 号 ） の 規 定 に よ り 審 議 会 の 権 限 に 属 さ せ ら れ た 事 項 を 処 理 す

る こ と 。 

職 業 安 定 分 科 会  （ 略 ） 

障 害 者 雇 用 分 科 会  （ 略 ） 

職 業 能 力 開 発 分 科 会  （ 略 ） 

雇 用 均 等 分 科 会  （ 略 ） 
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６ 分 科 会 に 分 科 会 長 を 置 き 、 当 該 分 科 会 に 属 す る 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち か ら 、 当 該

分 科 会 に 属 す る 委 員 が 選 挙 す る 。  

７ 分 科 会 長 は 、 当 該 分 科 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

８ 分 科 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 当 該 分 科 会 に 属 す る 公 益 を 代 表 す る 委 員 又 は 臨 時 委 員

の う ち か ら 分 科 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 者 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

９ 審 議 会 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 分 科 会 の 議 決 を も っ て 審 議 会 の 議 決 と す る こ と

が で き る 。  

 （ 部 会 ）  

第 七 条 審 議 会 又 は 分 科 会 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２ 部 会 に 属 す べ き 委 員 、 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 会 長 （ 分 科 会 に 置 か れ る 部 会 に あ っ

て は 、 分 科 会 長 ） が 指 名 す る 。  

３ 前 項 の 委 員 の う ち 、 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 使 用 者 を 代 表 す る も の は 、 各 同 数 と す

る 。  

４ 第 二 項 の 臨 時 委 員 の う ち 、 関 係 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 関 係 使 用 者 を 代 表 す る も の

は 、 各 同 数 と す る 。  

５ 前 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 専 門 委 員 に つ い て 準 用 す る 。  

６ 部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 当 該 部 会 に 属 す る 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち か ら 、 当 該 部 会 に

属 す る 委 員 が 選 挙 す る 。  

７ 部 会 長 は 、 当 該 部 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

８ 部 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 当 該 部 会 に 属 す る 公 益 を 代 表 す る 委 員 又 は 臨 時 委 員 の う

ち か ら 部 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 者 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

９ 審 議 会 （ 分 科 会 に 置 か れ る 部 会 に あ っ て は 、 分 科 会 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） は 、

そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 部 会 の 議 決 を も っ て 審 議 会 の 議 決 と す る こ と が で き る 。  

 （ 最 低 工 賃 専 門 部 会 ）  

第 八 条 家 内 労 働 法 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 審 議 会 に 置 か れ る 専 門 部 会 （ 以 下 「 最

低 工 賃 専 門 部 会 」 と い う 。 ） に 属 す べ き 委 員 及 び 臨 時 委 員 は 、 会 長 が 指 名 す る 。  

２ 前 項 の 臨 時 委 員 の う ち 、 関 係 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 関 係 使 用 者 を 代 表 す る も の は 、

各 同 数 と す る 。  

３ 最 低 工 賃 専 門 部 会 は 、 そ の 任 務 を 終 了 し た と き は 、 審 議 会 の 議 決 に よ り 、 廃 止 す る も

の と す る 。  

４ 前 条 第 六 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 は 、 最 低 工 賃 専 門 部 会 に つ い て 準 用 す る 。  

 （ 議 事 ）  

第 九 条 審 議 会 は 、 委 員 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 の 三 分 の 二 以 上 又 は 労 働 者 関 係 委

員 （ 労 働 者 を 代 表 す る 委 員 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 の う ち 関 係 労 働 者 を 代 表 す る

も の を い う 。 ） 、 使 用 者 関 係 委 員 （ 使 用 者 を 代 表 す る 委 員 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員
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の う ち 関 係 使 用 者 を 代 表 す る も の を い う 。 ） 及 び 公 益 関 係 委 員 （ 公 益 を 代 表 す る 委 員 及 び

議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 の う ち 公 益 を 代 表 す る も の を い う 。 ） の 各 三 分 の 一 以 上 が 出 席

し な け れ ば 、 会 議 を 開 き 、 議 決 す る こ と が で き な い 。  

２ 審 議 会 の 議 事 は 、 委 員 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 で 会 議 に 出 席 し た も の の 過 半 数

で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 分 科 会 、 部 会 及 び 最 低 工 賃 専 門 部 会 の 議 事 に 準 用 す る 。  

 （ 資 料 の 提 出 等 の 要 求 ）  

第 十 条 審 議 会 は 、 そ の 所 掌 事 務 を 遂 行 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 行 政 機

関 の 長 に 対 し 、 資 料 の 提 出 、 意 見 の 表 明 、 説 明 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 十 一 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 厚 生 労 働 省 政 策 統 括 官 に お い て 総 括 し 、 及 び 処 理 す る 。 た だ

し 、 労 働 条 件 分 科 会 に 係 る も の に つ い て は 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 総 務 課 、 安 全 衛 生 分 科

会 に 係 る も の に つ い て は 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 安 全 衛 生 部 計 画 課 、 勤 労 者 生 活 分 科 会 に

係 る も の に つ い て は 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 勤 労 者 生 活 課 、 職 業 安 定 分 科 会 に 係 る も の に

つ い て は 厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 総 務 課 、 障 害 者 雇 用 分 科 会 に 係 る も の に つ い て は 厚 生 労

働 省 職 業 安 定 局 高 齢 ・ 障 害 者 雇 用 対 策 部 障 害 者 雇 用 対 策 課 、 職 業 能 力 開 発 分 科 会 に 係 る

も の に つ い て は 厚 生 労 働 省 職 業 能 力 開 発 局 総 務 課 、 雇 用 均 等 分 科 会 に 係 る も の に つ い て

は 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 総 務 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 十 二 条 こ の 政 令 に 定 め る も の の ほ か 、 議 事 の 手 続 そ の 他 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

 

   附 則  

 こ の 政 令 は 、 内 閣 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 八 号 ） の 施 行 の 日 （ 平

成 十 三 年 一 月 六 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 

   附 則 （ 平 成 一 三 年 九 月 二 七 日 政 令 第 三 一 七 号 ） 抄  

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 政 令 は 、 平 成 十 三 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附 則 （ 平 成 一 四 年 一 月 一 七 日 政 令 第 四 号 ） 抄  

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 政 令 は 、 保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の 日 （ 平 成 十 四

年 三 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。  
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   附 則 （ 平 成 一 五 年 五 月 一 日 政 令 第 二 一 七 号 ） 抄  
（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 政 令 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附 則 （ 平 成 一 八 年 一 月 五 日 政 令 第 二 号 ） 抄 

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 政 令 は 、 改 正 法 の 施 行 の 日 （ 平 成 十 八 年 四 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 ） 

第 三 条 こ の 政 令 の 施 行 前 に し た 行 為 及 び 前 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ

れ る 時 短 交 付 金 に 係 る こ の 政 令 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

   附 則 （ 平 成 一 九 年 八 月 三 日 政 令 第 二 四 五 号 ） 抄  

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 政 令 は 、 雇 用 対 策 法 及 び 地 域 雇 用 開 発 促 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の

日 （ 平 成 十 九 年 八 月 四 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 

附 則 （ 平 成 二 二 年 八 月 四 日 政 令 第 一 七 八 号 ） 抄  

（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 政 令 は 、 平 成 二 十 二 年 八 月 五 日 か ら 施 行 す る 。  
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   労 働 政 策 審 議 会 運 営 規 程 

 

第 一 条 労 働 政 策 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） の 議 事 運 営 は 、 厚 生 労 働 省 設 置 法 （ 平

成 十 一 年 法 律 第 九 十 七 号 。 以 下 「 設 置 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 及 び 労 働 政 策 審 議 会 令 （ 平 成

十 二 年 政 令 第 二 百 八 十 四 号 。 以 下 「 審 議 会 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程

の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

第 二 条 審 議 会 の 会 議 （ 以 下 単 に 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 厚 生 労 働 大 臣 の 請 求 が あ っ た と き 、

会 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き 又 は 委 員 の 三 分 の 一 以 上 か ら 請 求 が あ っ た と き に 会 長 が

招 集 す る 。 

２ 厚 生 労 働 大 臣 又 は 委 員 は 、 会 長 に 会 議 の 招 集 を 請 求 す る と き は 、 付 議 事 項 及 び 日 時 を

明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 

３ 会 長 は 、 会 議 を 招 集 し よ う と す る と き は 、 緊 急 や む を 得 な い 場 合 の ほ か 、 少 な く と も

七 日 前 ま で に 付 議 事 項 、 日 時 及 び 場 所 を 委 員 及 び 厚 生 労 働 大 臣 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。 

第 三 条 委 員 は 、 病 気 そ の 他 の 理 由 に よ り 会 議 に 出 席 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 旨

を 会 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 審 議 会 令 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 分 科 会 （ 以 下 単 に 「 分 科 会 」 と い う 。 ）

及 び 同 令 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 部 会 （ 以 下 単 に 「 部 会 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 

第 四 条 会 長 は 、 会 議 の 議 長 と な り 、 議 事 を 整 理 す る 。 

２ 委 員 は 、 会 議 に お い て 発 言 し よ う と す る と き は 、 会 長 の 許 可 を 受 け る も の と す る 。 

３ 審 議 会 は 、 会 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 で な い 者 の 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ

と が で き る 。 

４ 前 三 項 の 規 定 は 、 分 科 会 及 び 部 会 に つ い て 準 用 す る 。 

第 五 条 会 議 は 、 原 則 と し て 公 開 す る 。 

第 六 条 審 議 会 の 議 事 に つ い て は 、 議 事 録 を 作 成 し 、 議 事 録 に は 会 長 及 び 会 長 の 指 名 し た

委 員 二 人 が 署 名 す る も の と す る 。 

２ 議 事 録 及 び 会 議 の 資 料 は 、 原 則 と し て 公 開 す る 。 

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 分 科 会 及 び 部 会 に つ い て 準 用 す る 。 

第 七 条 会 長 は 、 審 議 会 が 議 決 を 行 っ た と き は 、 当 該 議 決 に 係 る 答 申 書 、 建 議 書 又 は 議 決

書 を そ の 都 度 厚 生 労 働 大 臣 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 審 議 会 は 、 設 置 法 第 九 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 関 係 行 政 機 関 に 建 議 し た と き は 、

そ の 写 し を 厚 生 労 働 大 臣 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 

第 八 条 分 科 会 の 所 掌 事 務 に 属 さ な い 特 定 の 事 項 を 調 査 審 議 す る に 当 た っ て 、 会 長 が 必 要

と 認 め る と き は 、 審 議 会 に 当 該 事 項 を 調 査 審 議 す る た め の 部 会 を 置 く こ と が で き る 。 

第 九 条 分 科 会 、 前 条 に 規 定 す る 部 会 又 は 審 議 会 令 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 最 低 工 賃 専 門
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部 会 が 、 そ の 所 掌 事 務 に つ い て 議 決 を し た と き は 、 当 該 議 決 を も っ て 審 議 会 の 議 決 と す

る 。 た だ し 、 審 議 会 が 、 あ ら か じ め 当 該 議 決 に 係 る 事 項 に 関 し て 、 審 議 会 の 議 決 を 特 に

必 要 と す る こ と を 定 め て い た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 十 条 分 科 会 に 属 す る 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 審 議 会 令 第 四 条 第 四 項 及 び 第 五 項 に 規

定 す る 場 合 の ほ か 、 分 科 会 長 の 任 期 が 終 了 し た と き に 解 任 さ れ る も の と す る 。 た だ し 、

再 任 を 妨 げ な い 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 部 会 に 属 す る 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 に つ い て 準 用 す る 。 

第 十 一 条 分 科 会 又 は 部 会 （ 以 下 「 分 科 会 等 」 と い う 。 ） に 属 す べ き 委 員 及 び 臨 時 委 員 の う

ち 、 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 使 用 者 を 代 表 す る も の は 、 各 同 数 と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 分 科 会 等 に 属 す べ き 委 員 の う ち 、 労 働 者 を 代 表 す る も の 及 び 使 用 者 を 代 表 す る も

の は 、 異 な る 数 と す る こ と が で き る 。 

第 十 二 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 分 科 会 の 議 事 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 分 科 会

長 が 当 該 分 科 会 に 諮 っ て 定 め る 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 第 八 条 に 規 定 す る 部 会 に つ い て 準 用 す る 。 

第 十 三 条 こ の 規 程 の 改 廃 は 、 審 議 会 の 議 決 に 基 づ い て 行 う 。 

 

   附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 十 三 年 一 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。 
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   労 働 政 策 審 議 会 勤 労 者 生 活 分 科 会 運 営 規 程 

 

第 一 条 労 働 政 策 審 議 会 勤 労 者 生 活 分 科 会 （ 以 下 「 分 科 会 」 と い う 。 ） の 議 事 運 営 は 、 厚 生

労 働 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 、 労 働 政 策 審 議

会 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 二 百 八 十 四 号 。 以 下 「 審 議 会 令 」 と い う 。 ） 及 び 労 働 政 策 審 議 会

運 営 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

第 二 条 分 科 会 に 属 す べ き 委 員 及 び 臨 時 委 員 （ 以 下 「 委 員 等 」 と い う 。 ） の う ち 、 労 働 者 を

代 表 す る も の 及 び 使 用 者 を 代 表 す る も の は 、 各 六 人 と し 、 公 益 を 代 表 す る も の は 、 八 人

と す る 。 

第 三 条 分 科 会 に 幹 事 を 置 く 。 

２ 幹 事 は 、 関 係 行 政 機 関 の 職 員 の う ち か ら 、 厚 生 労 働 大 臣 が 任 命 す る 。 

３ 幹 事 は 、 分 科 会 の 所 掌 事 務 に つ い て 、 委 員 等 を 補 佐 す る 。 

４ 幹 事 は 、 非 常 勤 と す る 。 

第 四 条 分 科 会 の 会 議 （ 以 下 単 に 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 会 長 の 請 求 が あ っ た と き 、 分 科 会

長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き 又 は 委 員 等 の 三 分 の 一 以 上 か ら 請 求 が あ っ た と き に 分 科 会

長 が 招 集 す る 。 

２ 会 長 又 は 委 員 等 は 、 分 科 会 長 に 会 議 の 招 集 を 請 求 す る と き は 、 付 議 事 項 及 び 日 時 を 明

ら か に し な け れ ば な ら な い 。 

３ 分 科 会 長 は 、 会 議 を 招 集 し よ う と す る と き は 、 緊 急 や む を 得 な い 場 合 の ほ か 、 少 な く

と も 七 日 前 ま で に 付 議 事 項 、 日 時 及 び 場 所 を 委 員 等 、 幹 事 及 び 会 長 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。 

第 五 条 委 員 等 は 、 分 科 会 長 の 許 可 を 受 け て 、 代 理 者 を 出 席 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、

代 理 者 は 、 審 議 会 令 第 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 欠 席 し た も の と し て 取 り 扱 う 。 

第 六 条 会 議 は 原 則 と し て 公 開 と す る 。 た だ し 、 公 開 す る こ と に よ り 、 個 人 情 報 の 保 護 に

支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合 、 個 人 若 し く は 団 体 の 権 利 利 益 が 不 当 に 侵 害 さ れ る お そ

れ が あ る 場 合 又 は 率 直 な 意 見 の 交 換 若 し く は 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 な わ れ る お そ

れ が あ る 場 合 に は 、 分 科 会 長 は 、 会 議 を 非 公 開 と す る こ と が で き る 。 

２ 分 科 会 長 は 、 会 議 に お け る 秩 序 の 維 持 の た め 、 傍 聴 人 の 退 場 を 命 ず る な ど 必 要 な 措 置

を と る こ と が で き る 。 

第 七 条 分 科 会 に 、 中 小 企 業 退 職 金 共 済 部 会 （ 以 下 「 部 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。 

２ 部 会 の 所 掌 事 務 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 

 一 法 第 四 条 第 一 項 第 四 十 九 号 に 掲 げ る 事 務 に 関 す る 重 要 事 項 を 調 査 審 議 す る こ と 。 

 二 中 小 企 業 退 職 金 共 済 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 及 び 中 小 企 業 退 職 金 共 済 法

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 四 十 六 号 ） の 規 定 に よ り 審 議 会 の 権 限 に 属 さ
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せ ら れ た 事 項 を 処 理 す る こ と 。 

第 八 条 部 会 が 、 そ の 所 掌 事 務 に つ い て 議 決 を し た と き は 、 当 該 議 決 を も っ て 分 科 会 の 議

決 と す る 。 た だ し 、 分 科 会 が 、 あ ら か じ め 当 該 議 決 に 係 る 事 項 に 関 し て 、 分 科 会 の 議 決

を 特 に 必 要 と す る こ と を 定 め て い た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 九 条 分 科 会 に 、 そ の 所 掌 事 務 に つ い て 調 査 研 究 を 行 う 必 要 が あ る と き は 、 基 本 問 題 懇

談 会 （ 以 下 「 懇 談 会 」 と い う 。 ） を 置 く こ と が で き る 。 

２ 懇 談 会 に 属 す べ き 委 員 及 び 臨 時 委 員 は 、 委 員 等 の う ち か ら 、 分 科 会 長 が 指 名 す る 。 

３ 懇 談 会 に 座 長 を 置 き 、 懇 談 会 に 属 す る 公 益 を 代 表 す る 委 員 及 び 臨 時 委 員 の う ち か ら 、

懇 談 会 に 属 す る 委 員 及 び 臨 時 委 員 が 選 挙 す る 。 

４ 座 長 は 、 懇 談 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。 

第 十 条 部 会 及 び 懇 談 会 の 庶 務 は 、 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 勤 労 者 生 活 課 に お い て 処 理 す る 。 

第 十 一 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 部 会 の 議 事 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 部 会 長 が

部 会 に 諮 っ て 定 め る 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 懇 談 会 に つ い て 準 用 す る 。 

第 十 二 条 こ の 規 程 の 改 廃 は 、 分 科 会 の 議 決 に 基 づ い て 行 う 。 

 

   附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 十 三 年 一 月 十 八 日 か ら 施 行 す る 。 

 

   附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 十 四 年 五 月 二 十 日 か ら 施 行 す る 。 

 

   附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 二 年 十 月 二 十 日 か ら 施 行 す る 。 
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   労 働 政 策 審 議 会 勤 労 者 生 活 分 科 会 中 小 企 業 退 職 金 共 済 部 会 運 営 規 程 

 

第 一 条 労 働 政 策 審 議 会 勤 労 者 生 活 分 科 会 中 小 企 業 退 職 金 共 済 部 会 （ 以 下 「 部 会 」 と い う 。 ）

の 議 事 運 営 は 、 厚 生 労 働 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 七 号 ） 第 九 条 、 労 働 政 策 審 議

会 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 二 百 八 十 四 号 ） 、 労 働 政 策 審 議 会 運 営 規 程 及 び 勤 労 者 生 活 分 科 会

（ 以 下 「 分 科 会 」 と い う 。 ） 運 営 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ

る 。 

第 二 条 部 会 に 属 す べ き 委 員 及 び 臨 時 委 員 （ 以 下 「 委 員 等 」 と い う 。 ） の う ち 、 労 働 者 を 代

表 す る も の 、 使 用 者 を 代 表 す る も の 及 び 公 益 を 代 表 す る も の は 各 五 人 と す る 。 

第 三 条 部 会 の 会 議 （ 以 下 単 に 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 分 科 会 長 の 請 求 が あ っ た と き 、 部 会

長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き 又 は 委 員 等 の 三 分 の 一 以 上 か ら 請 求 が あ っ た と き に 部 会 長

が 招 集 す る 。 

第 四 条 分 科 会 長 又 は 委 員 等 は 、 部 会 長 に 会 議 の 招 集 を 請 求 す る と き は 、 付 議 事 項 及 び 日

時 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 

第 五 条 部 会 長 は 、 会 議 を 招 集 し よ う と す る と き は 、 緊 急 や む を 得 な い 場 合 の ほ か 、 少 な

く と も 七 日 前 ま で に 付 議 事 項 、 日 時 及 び 場 所 を 委 員 等 及 び 分 科 会 長 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。 

第 六 条 委 員 等 は 、 部 会 長 の 許 可 を 受 け て 、 代 理 者 を 出 席 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、

代 理 者 は 、 審 議 会 令 第 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 欠 席 し た も の と し て 取 り 扱 う 。 

第 七 条 会 議 は 、 原 則 と し て 公 開 す る 。 

第 八 条 部 会 は 、 専 門 的 事 項 に つ い て 調 査 を さ せ 、 及 び 説 明 又 は 意 見 を 聞 く た め 、 部 会 長

の 依 頼 に よ り 専 門 員 を 置 く こ と が で き る 。 

 

   附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 十 三 年 一 月 二 十 二 日 か ら 施 行 す る 。 

 

   附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 十 四 年 二 月 十 三 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

 

 

 

30


	参考.pdfから挿入したしおり
	参考.pdfから挿入したしおり
	参考.pdfから挿入したしおり
	てｍｍぷ【参考２】中小企業退職金共済制度の運営改善について.pdfから挿入したしおり
	04-1_（資料４－１）累積欠損金の解消に関する運用方針.pdf
	04-3_（資料４－３）累積欠損金の解消に関する運用方針・別紙.pdf
	04-2_（資料４－２）（別添）運営改善に関する意見書.pdf





